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要望書について 

 

 
学生生活を送るうえで、みなさんには大学に対する様々な要望があると思われます。 

しかし、個人的な訴えによって要望の実現を目指すのは困難なものです。 

そこで、学生自治会は「要望書」の作成を行っております。 

要望を書面にまとめ、学生の総意として大学に訴えかけることによって、みなさんの要望

の実現を目指します！ 

 

 

 

 

今までに実現された要望例として、 

・ 図書館の利用時間の延長 

・ 各講義室へのエアコンの設置 

・ 食堂の増改築 

・ 生協前スロープの設置 

・ 授業料減免制度の審査基準の一部改訂 

などがあります。 

 

 



13 

 

具体的な活動内容 

 

 

要望アンケートの実施 

学生の要望内容を学生自治会が十分把握するべく、 

中百舌鳥およびりんくうキャンパスの学生を対象にアンケートを実施します。 

今年度のアンケート実行期間は 

りんくうキャンパスにて 10/28(月)～11/11(月)、 

中百舌鳥キャンパスにて 11/11(月)～11/26(火)です。 

 

 

要望書案の作成・提議 

アンケートに寄せられたみなさんの要望・意見をもとに作成した要望書案と、 

内容の裏付けとなる補足資料を掲載した要望書資料を、 

2019年度後期自治委員会総会にて提議します。 

要望書案は自治委員会総会にて学生のみなさんの承認が得られた場合、要望書となります。 

 

 

 

要望書説明会の開催 

学生自治会は、大学執行部に対し学生の実情を訴えかけ、要望の実現を働きかけるために、

要望書説明会という形で要望書を提出します。 


